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令和７年（行ウ）第２０号、第３２号 地位確認請求事件 

原告 株式会社長澤薬品 外２名 

被告 国（処分行政庁 厚生労働大臣） 

 

証 拠 申 出 書 
令和７年１０月２８日 

東京地方裁判所 民事第３８部Ｂ１係 御中 

 原告ら訴訟代理人  

 弁護士 西  浦  善  彦 

 弁護士 平     裕  介 

 弁護士 佐 々 木  悠  太 

 

頭書事件につき、下記のとおり証拠の申出を致します。 

記 

第１ 人証の表示 

  〒171-0052 東京都豊島区南長崎一丁目１３番１号 グリーンハイツ３０３号 

        原告株式会社長澤薬品  代表取締役  長 澤 育 弘 

（同行 主尋問２０分） 

  〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１１番１５号 

博多駅東口ビル１Ｆ 

原告まゆみ薬局株式会社  代表取締役  山 下 吉 彦  

 （同行 主尋問２０分） 

〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目８番８号 中央ビル１Ｆ 

        株式会社ＦＡＮ ＯＵＴ 代表取締役  扇 柳 創 輔 

 （同行 主尋問２０分） 
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 （同行 主尋問２０分） 

第２ 立証趣旨 

１ 長澤育弘氏について 

⑴ 零売薬局を開設し営業を開始するに至る経緯 

⑵ 池袋セルフメディケーションに対する池袋保健所の行政指導の内容 

⑶ 保険調剤薬局に対する保健所の対応 

⑷ 零売の営業上の支障 

⑸ 医薬品卸会社からの取引拒絶の内容 

２ 山下吉彦氏について 

⑴ 零売薬局を開設し営業を開始するに至る経緯 

⑵ 零売の営業上の支障 

⑶ 医薬品卸会社からの取引拒絶の内容 

３ 扇柳創輔氏について 

⑴ 零売薬局を開設し営業を開始するに至る経緯 

⑵ 厚生労働省からの呼び出された際の行政指導の内容 

⑶ 保健所からの行政指導の内容 

⑷ 零売の営業上の支障 

４ について 

⑴ 零売薬局を開設し営業を開始するに至る経緯 

⑵ 健康局からの連絡の内容 

⑶ 行政指導の内容 

⑷ 健康局による行政指導の内容 

⑸ 零売の営業上の支障 

第３ 尋問事項 

別紙尋問事項のとおり。 

以 上 
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尋問事項 

 

長  澤  育  弘 

 

１ 長澤さんは、零売薬局である池袋セルフメディケーションをどのような経緯で、

開設し営業を開始することになったのですか。 

２ 池袋セルフメディケーションにはどのようなお客さんが来ますか。 

３ どんな薬が売れるのですか。 

４ 池袋セルフメディケーション対して池袋保健所は、どのような立入検査、行政

指導をしてきましたか。 

５ その結果、池袋セルフメディケーションにはどのような影響が発生しましたか。 

６ 長澤さんがその後、営業している保険調剤薬局に対して、保健所はどのような

対応をしていますか。  

７ 長澤さんは、池袋セルフメディケーションの広告において気を付けていたこと

はありますか。 

８ 医薬品卸会社からの取引拒絶はありましたか。 

９ それによって、どんな損害が出ていますか。 

10 その他本件に関連する事項 

以   上 
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尋問事項 

 

山  下  吉  彦 

 

１ 山下さんは、零売薬局であるまゆみ薬局について、どのような経緯で営業を引

き継ぐことになったのですか。 

２ まゆみ薬局にはどのような方が、薬を買いにいらっしゃるのですか。 

３ そんな薬がよく売れるのですか。 

４ 山下さんは、まゆみ薬局の広告において気を付けていたことはありますか。 

５ 医薬品卸会社からの取引拒絶はありましたか。 

６ それによってどんな損害が出ていますか。 

７ その他本件に関連する事項 

以   上 
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尋問事項 

 

扇  柳  創  輔 

 

１ 扇柳さんは、零売薬局であるオオギ薬局をどのような経緯で、開設し営業を開

始することになったのですか。 

２ オオギ薬局にはどのような方が、薬を買いにいらっしゃるのですか。 

３ そんな薬がよく売れるのですか。 

４ オオギ薬局に対して保健所は、どのような立入検査、行政指導をしてきました

か。 

５ その結果、オオギ薬局にはどのような影響が発生しましたか。 

６ 扇柳さんが２０２１年１２月に、厚生労働省に呼び出された際、担当官からは、

はどのような指導をされましたか。  

７ その後も、再び厚生労働省から呼び出されたとのことですが、その際は、担当

官からどのような指導をされましたか。 

８ その他本件に関連する事項 

以   上 

  




